
長浜市地域包括支援センター管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年１月１日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市規則第９号 

 

   長浜市地域包括支援センター管理運営規則の一部を改正する規則 

 

長浜市地域包括支援センター管理運営規則（平成28年長浜市規則第54号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条中「別表第１」を「別表」に改める。 

第６条中「別表第２のとおり」を「午前９時から午後４時４５分まで」に改める。 

別表第２を削り、別表第１を別表とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


